
前橋市監査委員公表第２７号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第５項の規定によ

り、文化スポーツ観光部（観光政策課）及び建設部（道路建設課、東部建設事務所、

公園管理事務所）の工事監査を実施しましたので、同条第９項の規定により、別紙

のとおり公表します。  

令和４年３月１１日  

 

前橋市監査委員  根 岸 隆 夫      

   同     長 岡 敏 夫      

   同     中 林   章      

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        内    監  

                                                        令和４年３月１１日 

 

前 橋 市 長 山 本   龍 様  

  前橋市議会議長 小曽根 英 明 様 

 

 

                                     前橋市監査委員  根 岸 隆 夫 

                                            同      長 岡 敏 夫 

同      中 林   章 

 

工事監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第５項の規定により実施

した文化スポーツ観光部（観光政策課）及び建設部（道路建設課、東部建設事務所、公園

管理事務所）の工事監査の結果について、同条第９項の規定により、別紙のとおり報告し

ます。 



 

文化スポーツ観光部 工事監査結果報告書 
（観光政策課） 

 

１ 監査の基準 

  本監査は、前橋市監査委員監査基準(令和２年前橋市監査委員告示第１号)に準拠し実

施しました。 

２ 監査の種類 

  地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１項及び第５項の規定による随時

監査 

３ 監査の対象及び対象工事 

    監査対象部局：文化スポーツ観光部 観光政策課 

監査対象工事：前橋市新設道の駅建築工事 

４  監査の期間 

  令和３年１１月１９日から令和４年３月１１日まで 

５ 監査の着眼点 

・計画について 

・設計について 

・積算について 

・契約について 

・施工について 

・設計変更について 

・検査について 

・維持管理について 

・業務委託について 

６ 監査の実施内容 

工事が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なものであるかなどを主眼と

し、工事関係書類（設計図書及び契約書等）の提出を求めるとともに、関係職員から説

明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査及び現場実査を実施し

ました。 

なお、工事の技術的な指導及び助言については、公益社団法人大阪技術振興協会の技

術士に協力を得ました。 

７ 監査の結果 

監査対象とした工事の計画、設計、積算、施工等については、おおむね適正であると

認められましたが、下記の記載のとおり改善を要する事項がありました。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に所属長に対して

改善等を指導しました。 

(1) 設計審査における設計図書の不足について（指摘事項） 

前橋市新設道の駅建築工事において、建設工事設計審査要綱第４条にのっとり、

設計審査依頼書を契約監理課に提出し、設計審査を受けていたが、「設計審査にお

ける事務取扱い」で規定する設計図書である見積書を添付していなかったため、同



 

要綱第５条で規定する審査事項である積算の妥当性及び経済性について、契約監理

課で十分に審査することができなかった。 

設計審査の依頼に当たっては、同要綱第２条で規定する審査に必要となる書類を

添付した同依頼書を提出するよう改善されたい。 

(2) 工事費積算における見積単価の設定について（指摘事項） 

前橋市新設道の駅建築工事において、工事費積算に必要となる単価を設定するた

めに各業者から見積書を徴収した上で、工事種類ごとに分類して比較検討し、工事

費積算に採用する見積単価を決めていた。建築工事積算基準では見積単価の取扱い

については、「原則として３者以上から見積を徴収し、異常値を排除した最低見積価

格に、実際の取引状況、施工規模等から総合的に判断した低減率を乗じたものを採

用する。」とあるにもかかわらず、明確な理由もなく、２者以下から見積を徴収し

ていたものや、最低見積価格でないものを採用して単価を設定していたものがあっ

た。 

見積単価は当該工事の予定価格に反映することから、同基準にのっとり、適切に

設定するよう改善されたい。 

 



 

 

建設部 工事監査結果報告書 
（道路建設課、東部建設事務所、公園管理事務所） 

 

１ 監査の基準 

  本監査は、前橋市監査委員監査基準(令和２年前橋市監査委員告示第１号)に準拠し実

施しました。 

２ 監査の種類 

  地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１項及び第５項の規定による随時

監査 

３ 監査の対象 

 監査対象部局及び対象工事等（別紙工事監査対象工事(業務)一覧表のとおり） 

建 設 部 道路建設課   １２件 

     同   東部建設事務所  ９件 

     同   公園管理事務所  ７件 

４  監査の期間 

  令和３年１１月１９日から令和４年３月１１日まで 

５ 監査の着眼点 

  ・計画について 

  ・設計について 

  ・積算について 

  ・契約について 

  ・施工について 

  ・設計変更について 

  ・検査について 

  ・維持管理について 

  ・業務委託について 

６ 監査の実施内容 

 工事等が適正かつ効率的に行われているか、経済的に妥当なものであるかなどを主眼

とし、工事、業務ごとに関係書類(設計図書及び契約書等)の提出を求めるとともに、関

係職員から説明を聴取し、通常必要と認められている監査手続により書類審査及び現場

実査を実施しました。 

７ 監査の結果 

監査対象とした工事等について、前記１から６までに掲げる事項のとおり監査した限

りにおいて、監査の対象となった工事等が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で

最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることがおおむね

認められましたが、下記の記載のとおり改善を要する事項や検討を要望する事項があり

ました。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長に対し

て改善等を指導しました。 

 



 

 

 (1) 道路建設課 

指摘及び要望する事項はなかった。 

 (2) 東部建設事務所（指摘事項 １件） 

ア 現場代理人の変更手続について 

粕川地区 側溝改良工事（道水特４号）において、現場代理人が令和３年５月２

１日から不在となり、同年６月２１日に現場代理人等変更通知書が提出されるまで、

１か月に渡り現場代理人が常駐せず施工されており不適切であった。 

現場代理人は、建設工事請負契約約款第１０条第２項で工事現場に常駐するとし

ており、同条第３項で工事現場における運営等に支障がなく、発注者は連絡体制が

確保されると認めた場合には常駐を要しないこととすることができるとしているが、

連絡体制について協議をしていなかった。 

現場代理人が工事現場に常駐するよう、同条第１項にのっとり現場代理人等変更

通知書の提出を速やかに受けるよう改善されたい。また、変更手続までは、工事打

合せ書による連絡体制の協議を行うなど、現場管理の責任の所在を明確にするよう

改善されたい。 

(3) 公園管理事務所 

   指摘及び要望する事項はなかった。 

(1) 観光政策課（指摘事項 ２件） 

ア 設計審査における設計図書の不足について（指摘事項） 

前橋市新設道の駅建築工事において、建設工事設計審査要綱第４条にのっとり、

設計審査依頼書を契約監理課に提出し、設計審査を受けていたが、「設計審査にお

ける事務取扱い」で規定する設計図書である見積書を添付していなかったため、

同要綱第５条で規定する審査事項である積算の妥当性及び経済性について、契約

監理課で十分に審査することができなかった。 

設計審査の依頼に当たっては、同要綱第２条で規定する審査に必要となる書類

を添付した同依頼書を提出するよう改善されたい。 

イ 工事費積算における見積単価の設定について（指摘事項） 

前橋市新設道の駅建築工事において、工事費積算に必要となる単価を設定するた

めに各業者から見積書を徴収した上で、工事種類ごとに分類して比較検討し、工事

費積算に採用する見積単価を決めていた。建築工事積算基準では見積単価の取扱い

については、「原則として３者以上から見積を徴収し、異常値を排除した最低見積

価格に、実際の取引状況、施工規模等から総合的に判断した低減率を乗じたものを

採用する。」とあるにもかかわらず、明確な理由もなく、２者以下から見積を徴収

していたものや、最低見積価格でないものを採用して単価を設定していたものがあ

った。 

見積単価は当該工事の予定価格に反映することから、同基準にのっとり、適切に

設定するよう改善されたい。 

 



 （№１）

工事、業務名称

工事、業務概要

防災・安全交付金（道路）　橋梁下部工工事（道建第８号）

橋長　２３．９ｍ　　　　幅員　１７．８ｍ
下部工（逆Ｔ式橋台）　　　　　　　　１基
場所打杭（径１０００ｍｍ　Ｌ＝１６．０ｍ）１４本　ほか

富士見地区　水路改良工事（第３５号）

延長　　　　　　　　　　　　　　４２３．０ｍ
排水用穴あきＵ型（５０×５０～８０×６０）　３５６．０ｍ
落差工（６０×６０）落差２０　７基　ほか

社資交（道路）　区画線設置工事（道建第４号）

延長　　　　　　７３５．０ｍ
区画線工　　１，７３８．９ｍ
自転車ピクトグラム　２箇所　　矢羽根型路面表示　７８個

防災・安全交付金（道路）建物等移転補償費調査算定業務（道建第６
号）

木造建物調査算定　１棟　　非木造建物調査算定　５棟
機械設備調査算定　１事業所　　附帯工作物調査算定　５戸
ほか

富士見地区　側溝新設工事（第１０号）

延　長　　　　　　　　　　　　　　３２．３ｍ
落蓋式側溝片高型（３０×３０）　　２８．２ｍ
表層工（ｔ＝　４）　　　　　　　　１９．６ｍ２　ほか

富士見地区　舗装新設工事（第８号）

延長　９９．２ｍ　幅員　１．６～２．６ｍ
路盤工（ｔ＝１５）　　　　　２０３．３ｍ２
表層工（ｔ＝　４）　　　　　２０３．３ｍ２

防災・安全交付金（道路）　道路改良工事（道建第３号）

延　長　１２０．０ｍ　　　　幅　員　　９．５ｍ
車道舗装工　　　　　　　　　　　　８２２．５ｍ２
自由勾配側溝（３０×３０～１００）１２４．４ｍ　ほか

防災・安全交付金（道路）　橋梁新設工事（道建第１号）

橋長　１２．３ｍ　　　幅員　２７．８ｍ　　　複合門型ラーメン橋
桁製作工　１式　　　架設工　１式　　　床版工　１式
下部工　２基　　　場所打杭　１６本　　ほか

変更
完成日

契約日

4.3.23

7

8 5031000199 朝倉町地内 3.9.9

5031000182

1 5021000388 鶴光路町ほか３か町地内

富士見町皆沢、富士見町小
暮地内

5021000932 関根町、関根町一丁目地内

5021000754

3

3.3.26

№ 台帳契約番号 工事、業務場所

   道路建設課　　　　　　　　令和３年度　第３回工事監査　対象工事（業務）一覧表　　　　　　

完成日着工日

2.8.31 2.9.1

3.6.24 3.8.31

4

3.4.302.10.30

5

6

5022000044 上泉町地内

2

富士見町田島地内

5031000063

5031000060

富士見町石井地内

3.6.21

3.3.25

2.6.17 2.9.30

2.12.17

2.6.12

4.3.243.3.25

2.10.28

2.12.14

3.6.18 3.6.24 3.8.23

富士見町時沢地内

3.9.9 4.7.14

3.7.2 3.7.6 4.2.25



 （№2）

工事、業務名称

工事、業務概要

防災・安全交付金（道路）　法面補修工事（道建第６号）

延　　　　長　　　　　　　６０．０ｍ
ブロック積工
（法長＝４．５～５．６）３１５．６ｍ２

南橘地区　測量業務（第１号）

延長　　　　　１，４３０．０ｍ
現地測量　０．０６２ｋｍ２　　　路線測量　１．４３ｋｍ
用地測量　７０，６００ｍ２

社資交（狭あい）　測量設計業務（道建第１号）

延　　長　　３５０．０ｍ
路線測量　　０．３５ｋｍ　　　用地測量　　１８，３００ｍ２
道路詳細設計　　１式

防災・安全交付金（道路）建物等移転補償費調査算定業務（道建第６
号）

木造建物調査算定　４棟　　　非木造建物調査算定　１棟
附帯工作物調査算定　５戸　　動産調査算定　１戸
ほか

11

9

10 5032000040 北代田町ほか３か町地内

12 5032000110

5032000072 鳥取町、小坂子町地内

№
台帳
契約
番号

3.8.20 3.8.24 4.3.17

   道路建設課　　　　　　　　令和３年度　第３回工事監査　対象工事（業務）一覧表　　　　　

5031000346 青梨子町地内

工事、業務場所

富士見町小暮地内

3.6.22 3.6.24 4.2.9

変更
完成日

3.7.19 3.7.26 4.3.2

完成日契約日 着工日

3.8.4 3.8.6 3.11.30



 （№3）

工事、業務名称

工事、業務概要

粕川地区　側溝改良工事（道水特４号）

延長　　１０７．７ｍ
落蓋式側溝（３０×３０～４０）　　１０７．７ｍ
路盤工（ｔ＝１５）　　６４．６ｍ２　　　表層工（ｔ＝　４）　　６４．６ｍ２

防災・安全交付金（道路）建物等移転補償費調査及び算定業務（東建
第１号）

建物調査及び算定　木造建物Ｃ　１棟
建物調査及び算定　非木造建物Ｃ　１棟
附帯工作物調査及び算定　住宅敷地Ｃ　２戸　ほか

宮城地区　測量設計業務（第１号）

用地幅杭設置測量　　０．６０ｋｍ
用地測量　　　　　　８６００ｍ２
道路詳細設計　　　　　　　１式

大胡地区　路線及び用地測量業務（第２号）

基準点測量　　　　　３点
路線測量　　　０．０４ｋｍ
用地測量　　　２０００ｍ２

防災・安全交付金（道路）　道路改良工事（東建第２号）

延長　４４．５ｍ　　　　　　　　幅員　８．０ｍ～１０．０ｍ
現場打函渠工（７３０×５５０）　　　　　　　　　１５．４ｍ
大型ブロック積工（法長＝２．９１～４．７５ｍ）１７７．３ｍ２　ほか

交通安全施設整備事業　区画線設置工事（東建第４号）

区画線工　　　　　　　　　　４０００．０ｍ

粕川地区　道路改良工事（第１号）

延長　１７０．８ｍ　　　　　　　幅員　５．０ｍ
重力式擁壁工（Ｈ＝１．４６ｍ）　　　６５．２ｍ
落蓋式側溝（３０×３０）　　　　　　６６．２ｍ　ほか

16 5022000120 河原浜町、樋越町地内 3.2.8

3.8.4 4.2.28

18

台帳
契約
番号

14

5021001119 粕川町込皆戸地内

№

17

13

15

   東部建設事務所　　　　　　　　令和３年度　第３回工事監査　対象工事（業務）一覧表　　　　　

3.8.31

完成日契約日 着工日

3.3.4

5022000102 柏倉町地内

3.8.24 3.8.27

2.7.32.6.29

2.8.1

5022000056 柏倉町地内

5031000266

2.9.7

2.8.27 2.9.7

柏倉町地内

粕川町稲里地内 3.8.6

4.7.29

3.8.3 3.9.8 4.2.285031000268 粕川地区内

2.10.8

3.3.8

工事、業務場所

3.3.9

変更
完成日

19 5031000294



 （№4）

工事、業務名称

工事、業務概要

粕川地区　側溝改良工事（道水第１２号）

延長　　　　　　　　　　　　　　１７２．１ｍ
落蓋式側溝　　（３０×３０）　　１７２．１ｍ
表層工　　　　（ｔ＝　４）　　　１１５．８ｍ２

社資交（狭あい）建物等移転補償費調査及び算定業務（東建第１号）

建物調査及び算定　　　　木造建物Ａ　１棟
附帯工作物調査及び算定　住宅敷地Ａ　３戸
附帯工作物調査及び算定　住宅敷地Ｃ　１戸　ほか

4.3.2

3.7.19 3.10.6

着工日
台帳
契約
番号

№

21

20

鼻毛石町地内

粕川町新屋地内

変更
完成日
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5032000095

完成日契約日

3.7.14

5031000376

工事、業務場所

3.9.6 3.9.8



 （№5）

工事、業務名称

工事、業務概要

前橋総合運動公園　市民球場内野改修工事（第２号）

衝撃吸収材工（ｔ＝５０）　　　１９５．３ｍ２
門扉工　　　　　　　　　　　　　　８　　箇所

下細井団地西公園　遊戯施設整備工事（社資交第３号）

舗装工　　　　　　　　１５．９ｍ２
遊具組立設置工　　　　　　　１基

若宮町２号公園ほか３公園　園路整備工事（社資交第５号）

舗装工　　　１５６．１ｍ２　　　　縁石工　　１４６．２ｍ
水飲み場工　　　　　１基
車止め工　　　　　　４基

宮川公園ほか２公園　園路整備工事（社資交第６号）

舗装工　　　１５９．８ｍ２
縁石工　　　１６５．４ｍ
車止め工　　　　　　２基

都市公園長寿命化推進事業　橋梁点検業務（第１号）

橋梁定期点検・診断　　　　　７橋

中央児童遊園　飛行塔昇降シリンダー補修工事（第１０号）（緊急）

昇降シリンダー用ピストンパッキン交換改修　２組

公園施設長寿命化計画更新業務

長寿命化計画更新　　１式

28 5032000141 敷島町ほか１８５か町地内 3.9.22 3.9.24 4.3.16

26 5022000204
大手町一丁目ほか８か町地

内
2.12.3 2.12.8 3.3.8

27 5031000683 大手町三丁目１６番３ 3.9.15 3.9.15 3.10.29

22 5021000470 荒口町地内
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№
台帳
契約
番号

工事、業務場所 契約日 着工日 完成日

2.8.31 2.9.4 3.2.26

3.5.31

変更
完成日

24 5021001019
若宮町二丁目ほか３か町地

内
3.1.29 3.2.2

25 5021001021
朝倉町三丁目ほか２か町地

内
3.1.27 3.2.2 3.5.31

23 5021000843 下細井町地内 2.11.10 2.11.12 3.3.15
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